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船舶事故調査報告書 

 

                               令和４年９月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年５月７日 １５時３７分ごろ 

発生場所 山口県下関市蓋
ふた

井
おい

島西方沖 

蓋井島港南防波堤灯台から真方位２６１°３.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０５.４′ 東経１３０°４３.５′） 

事故の概要 貨物船TAELIM
テ リ ム

 JASMINE
ジ ャ ス ミ ン

は、西北西進中、また、漁船第一朝日
あ さ ひ

丸は、

南進中、両船が衝突した。 

第一朝日丸は、船長が負傷し、船首部外板に凹損等を生じ、また、

TAELIM JASMINE は、右舷中央部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和３年５月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 TAELIM JASMINE（大韓民国籍）、４６５トン 

８７０８１９１（ＩＭＯ番号）、TAELIM SHIPPING CO.,LTD 

   ５５.７６ｍ（Lr）×８.９０ｍ×３.８５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,１７６kＷ、１９８７年５月１４日 

Ｂ 漁船 第一朝日丸、６.６トン 

ＦＯ２－６３９５（漁船登録番号）、個人所有 

１３.３０ｍ（Lr）×２.８９ｍ×０.８９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４３６.１５kＷ、平成７年１１月 

第２９０－４７０９３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） ６４歳 

一級航海士免状（大韓民国発給） 

    交付年月日 ２０２１年２月１８日 

          （２０２６年２月１７日まで有効） 

航海士（大韓民国籍） ７４歳 

四級航海士免状（大韓民国発給） 

    交付年月日 ２０１７年１１月３日 

          （２０２２年１２月２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２年１０月４日 
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免許証交付日 令和２年９月８日 

           （令和７年１０月３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に凹損及び破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士ほか８人が乗り組み、貨物（魚類）荷揚

げの目的で、令和３年５月７日１３時５０分ごろ下関市下関港を出港

し、大韓民国釜山
プ サ ン

港に向け、下関市西北西方沖を、針路３０８°（真

方位、以下同じ。）、約１１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）として、自動操舵で西北西進していた。 

航海士は、１４時００分ごろから甲板員と２人で船橋当直に当たっ

ており、１号レーダーを６Ｍレンジ、ヘッドアップとして作動させ、

主に目視で周囲の見張りを行っていた。 

 航海士は、１５時２０分ごろ右舷前方約６ＭにＡ船の前路を左側へ

横切る約１０kn で航行するＢ船を認め、１５時２５分ごろＢ船との距

離が約３Ｍのとき、Ｂ船を目視で確認でき、ＤＣＰＡ（最接近距離）

を計測したところ、本船の前方約０.２Ｍを通過すると予想したので

危険を感じなかった。 

航海士は、１５時３０分ごろＢ船との距離が約２Ｍになったとき、

初めて少し危険を感じたが、まだ大丈夫と思い、そのまま航行を続

け、１５時３５分ごろ、Ａ船とＢ船との距離が約０.２Ｍになったと

き、危険を感じ、警笛を鳴らすとともに左舵を取って衝突を避けよう

としたものの、間に合わず、１５時３７分ごろＡ船の右舷中央部とＢ

船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、衝突の衝撃を感じてすぐに昇橋し、主機を減速させて針

路をＢ船に向け、Ｂ船の被害状況を確認しようとしてＢ船に近づき、

船長Ｂにけがの有無や浸水の状況を尋ねたが、船長Ｂは何も答えなか

った。 

船長Ａは、電話で船舶所有者及び代理店に連絡し、海上保安庁への

通報を依頼した。 

Ａ船は、海上保安庁からの指示によりその場で停泊し、間もなく来

援した巡視艇の指示により２０時３０分ごろ下関港第一突堤に着岸し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、いか一本釣り漁の目的で、０２

時００分ごろ福岡県北九州市脇田
わ い た

漁港を出港し、蓋井島北北西方沖で

漁を行った後、１５時００分ごろ漁を終え、帰航を開始し、蓋井島西

方沖を、針路１７８°、約９kn の速力として、自動操舵で航行してい
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た。 

船長Ｂは、レーダーを６Ｍレンジ、ノースアップとして作動させ、

航行していたところ、波高約１ｍの状況下、左舷前方からの風を受け

て操舵室の窓に波しぶきがかかり、操舵室前面の右舷側の旋回窓（以

下「本件旋回窓」という。）がうまく回転せず、本件旋回窓からの視

界が遮られるのに気付いた。 

船長Ｂは、本件旋回窓を修理しようと、本件旋回窓のモータを取り

外そうとしていたところ、１５時３７分ごろ、衝撃を受け、頭と腕を

打って意識がもうろうとなったが、しばらくして船首部が壊れている

ことに気付いた。 

船長Ｂは、周りを見渡したところ、Ａ船がこちらに向かってくるの

を認め、Ｂ船とＡ船とが衝突したと認識し、浸水等がないことを確認

した。 

船長Ｂは、Ａ船が近づき、船長Ａが何か話しかけてきたが、何を言

っているのか分からず、電話で家族、所属している漁業協同組合に連

絡し、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、Ａ船の側で停船していたところ、間もなく僚船が来援し、

さらに約３０分後に巡視艇が来援し、沈没の恐れがないことを確認の

のち、自力航行により脇田漁港に帰港した。 

船長Ｂは、帰港後、自家用車で北九州市内の病院で受診し、右前腕

打撲、頭部打撲及び頸椎捻挫と診断された。 

（付表１ 本事故の経過表、付図１ 事故発生経過概略図、付表２ 

Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船損傷状

況、写真３ Ａ船操舵室からの見通し状況、写真４ Ｂ船、写真５ 

Ｂ船損傷状況 参照）  

 その他の事項   航海士は、３月７日から３か月の契約でＡ船に乗船しており、船員

としての経験は、本船以外で約１５年あった。 

 Ａ船は、通常釜山港と下関港を往復しており、３から４日ごとに下

関港に入港していた。 

航海士は、下関港停泊中、十分な休憩をとっていたので、出港時に

疲れは感じておらず、また、１４時００分ごろ船長から船橋当直を引

き継いだ際、Ｂ船の存在について認識していなかった。 

航海士は、Ｂ船が約２Ｍに近づき、少し危険を感じた際、ＤＣＰＡ

約０.２Ｍで本船の船首方を通過するということが頭から離れず、至

近距離に近づくまで、そのままの針路及び速力で航行した。 

航海士は、Ａ船とＢ船とが衝突した際、パニック状態となり、舵を

取ることや主機を停止する等の動作をとることができなかった。 

航海士は、一緒に立直していた甲板員がまだ見習いであったので、

操縦スタンドを触らせず、自ら舵を操作していた。 

船長Ａは、昇橋した際、Ｂ船が右舷後方に離れて行き、航海士がパ
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ニック状態でいるのを確認した。 

Ａ船は、レーダーに自動衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ）があった

が、Ｂ船が約２Ｍに近づいた後、Ｂ船のプロットを解除していたの

で、この機能は稼働していなかった。 

船長Ｂは、Ｂ船が平成７年に新造されてから月に１５日程度、一本

釣り漁業に従事し、午前２時ごろに出漁し、午後に帰航していた。 

船長Ｂは、帰航を開始した際、Ｂ船船首方２～３Ｍ付近に他船がい

たのを認めていたが、両舷方に他船は認めず、航行に支障となる船舶

はいないと思い、本件旋回窓の修理を行いながら、自動操舵で航行を

継続していた。 

船長Ｂは、Ｂ船がＡ船に衝突するまでＡ船の存在に気付いていな 

かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、蓋井島西方沖において、自動操舵で西北西進中、航海士

が、右舷前方にＢ船を認めていたものの、衝突のおそれはないと予想

し、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、衝突の回避動作をと

る時機を失し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、蓋井島西方沖において、自動操舵で南進中、船長Ｂが、航

行に支障となる船舶はいないと思い、旋回窓の修理を行っていたこと

から、左舷方から接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

Ｂ船は、Ａ船とＢ船との距離が３Ｍのときに、ＤＣＰＡを計測した

際、Ａ船の０.２Ｍ前方を通過すると予想されていたものの、波高約

１ｍの状況下、左舷前方より風及び波を受けていたことから、速力が

低下し、Ａ船と衝突した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、蓋井島西方沖において、Ａ船が自動操舵で西北西進中、

Ｂ船が自動操舵で南進中、航海士が、右舷前方にＢ船を認めていたも

のの、衝突のおそれはないと予想し、同じ針路及び速力で航行を続

け、また、船長Ｂが、航行に支障となる船舶はいないと思い、旋回窓

の修理を行っていたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長及び航海当直員は、航行する際、細心の注意を払って目視及

びレーダーにより周囲を確認し、接近する他船の早期発見に努め

るなど、常時適切な見張りを行うとともに汽笛等で自船の存在を

示す措置を採ること。 

 ・船長及び航海当直員は、他船とのＤＣＰＡを計測して、その時点
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で通過できると判断しても、その後他船が針路、速力を変更する

可能性があるので、注意深く見張りを続けるとともに、早期に大

きめの回避措置を採ることが望ましい。 

・船長及び航海当直員は、少しでも衝突等の危険を察知した場合、

早期に回避措置を採ること。 

・船長及び航海当直員は、レーダーを使用している場合、定期的に

他船を確認してプロットを行い、自動衝突予防援助装置（ＡＲＰ

Ａ）を稼働させること。 
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付表１ 本事故の経過表 

時  刻 Ａ   船 Ｂ   船 

１４時００分ごろ 航海士は船橋当直を前直の船長から

引継ぎ、Ｂ船の存在を認めず。 

 

１５時００分ごろ  船長Ｂが自動操舵で帰航を開

始、Ａ船の存在を認めず。 

本件旋回窓の修理を開始する。 

１５時２０分ごろ 航海士は、レーダーで右舷前方６Ｍ

に前路を左側へ横切るＢ船の存在を認

めた。 

 

１５時２５分ごろ 航海士は、レーダー及び目視で右舷

前方約３ＭのＢ船に対して衝突の危険

性はないと思った。 

 

１５時３０分ごろ 航海士は、レーダー及び目視で右舷

前方約２ＭのＢ船に対して少し危険で

あるかもしれないと思ったが、ＤＣＰ

Ａ０.２Ｍで本船の前方を通過する予

想なので、まだ大丈夫と思った。 

 

１５時３５分ごろ 航海士は、Ｂ船が徐々に右舷前方

０.２Ｍまで近づき、衝突の危険を感

じた。 

 

１５時３７分ごろ  Ａ船は、速力を保持したまま左舵を

取った直後、Ｂ船と衝突し、航海士

が、パニック状態になった。 

船長Ｂは、衝撃を感じ、頭と腕

を打って意識がもうろうとなった

が、しばらくして船首部が壊れて

いるのに気付いた。 

１５時３８分～３９分 

ごろ 

 船長Ａが昇橋し、航海士がパニック

状態になっているのを確認し、主機を

減速して右舵を取り、針路をＢ船に向

けた。 

船長Ｂは、周りを見渡したとこ

ろ、Ａ船が通り過ぎてこちらに向

かってくるのを認め、Ｂ船とＡ船

とが衝突したと確認した。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ａ船 

事故発生場所 

（令和３年５月７日 

１５時３７分ごろ発生） 

下関港 

Ｂ船 

福岡県北九州市 

山口県 

下関市 

Ａ船 

Ｂ船 

× 

蓋井島 

脇田港 

蓋井島 

蓋井島港南 

防波堤灯台 

1535 

1530 
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付表２ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位 
対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速度 

(kt) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

15:33:03 34-04-55.3 130-44-20.8 306.2 305 11.8 

15:33:24 34-04-57.6 130-44-16.9 305.1 304 11.9 

15:33:32 34-04-58.6 130-44-15.1 304.8 305 11.7 

15:33:42 34-04-59.8 130-44-13.2 306.7 306 11.9 

15:33:53 34-05-01.0 130-44-11.3 306.3 305 11.9 

15:34:04 34-05-02.3 130-44-09.1 306.3 305 11.9 

15:34:13 34-05-03.3 130-44-07.4 306.3 306 11.8 

15:34:22 34-05-04.4 130-44-05.6 306.5 306 11.8 

15:34:42 34-05-06.8 130-44-01.6 305.3 304 11.8 

15:34:53 34-05-08.0 130-43-59.7 305.2 305 11.8 

15:35:04 34-05-09.2 130-43-57.6 306.2 306 11.8 

15:35:13 34-05-10.3 130-43-55.8 306.7 306 11.8 

15:35:22 34-05-11.4 130-43-54.1 305.6 305 11.8 

15:35:42 34-05-13.8 130-43-50.1 307.6 306 11.8 

15:36:04 34-05-16.2 130-43-46.1 305.7 305 11.7 

15:36:22 34-05-18.3 130-43-42.6 303.9 304 11.8 

15:36:32 34-05-19.6 130-43-40.5 304.9 304 11.8 

15:36:42 34-05-20.7 130-43-38.6 306.6 305 11.8 

15:36:53 34-05-21.9 130-43-36.7 307.0 306 11.8 

15:37:04 34-05-23.1 130-43-34.5 298.3 289 11.2 

15:37:20 34-05-23.8 130-43-31.3 270.7 263  9.8 

15:37:22 34-05-23.8 130-43-30.9 266.7 259  9.7 

15:37:26 34-05-23.7 130-43-30.0 259.8 252  9.5 

15:37:30 34-05-23.5 130-43-29.4 253.4 246  9.3 

15:37:32 34-05-23.4 130-43-28.9 247.9 242  9.2 

15:37:36 34-05-23.1 130-43-28.2 243.0 242  8.8 

15:37:40 34-05-22.9 130-43-27.8 244.5 243  8.5 

15:37:42 34-05-22.7 130-43-27.3 245.0 247  8.2 

15:37:46 34-05-22.5 130-43-26.8 248.4 250  7.6 

15:37:49 34-05-22.4 130-43-26.4 249.9 253  7.0 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である、また、船首方位及び対地針路は 

真方位である 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

写真２ Ａ船損傷状況 
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写真３ Ａ船操舵室からの見通し状況 

 
 

 

写真４ Ｂ船 
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写真５ Ｂ船損傷状況 

 


